
 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、静岡県知事から包括外部監査結果に

基づく措置について通知があったので、次のとおり公表する。 

  令和４年10月18日 

                               静岡県監査委員  森     裕 

                               静岡県監査委員  渡  邊  芳  文 

                               静岡県監査委員  鈴 木 澄 美 

                               静岡県監査委員  佐 地 茂 人 

１ 包括外部監査の特定事件 

  令和３年度 

  「文化芸術の振興に関する施策の財務事務の執行について」 

２ 措置の内容 

  別冊のとおり



 

 

令和３年度包括外部監査結果に基づく措置 

注）表中「監査結果」欄の見出し記号は、令和３年度包括外部監査結果報告書の記号を表記 

監査結果 措置の 

実施状況 

（区分） 

措 置 の 内 容 
方針決定予定時期 

・完了予定時期 
担当課 

区分 内容 
報告書の該

当ページ 

Ａ 総論 

指摘 

①各文化施設における備品管理に

ついて 

各文化施設の備品管理状況を確

認したところ、㋐備品に物品シー

ルが貼っていない、㋑貸付物品

（県から指定管理者に貸した備

品）の一部について現物確認を実

施していない、㋒物品シールと物

品台帳一覧の物品番号が異なるも

のがあった。 

㋐及び㋒については、物品シー

ルを用いた備品管理ができないた

め、物品シールと物品台帳一覧表

の物品番号が一致することのチェ

ックも忘れないよう、周知徹底す

べきである。 

㋑については、指定管理者が貸

付物品の一部について現物確認を

実施していないため、定期的な現

物確認を実施するよう、周知徹底

すべきである。 

P43, 

44 

措置 

完了 

各文化施設における備

品管理の不備について

は、速やかに是正・点検

を行い、対応した。 

今後は、物品シールと

物品台帳一覧表の突合や

指定管理者による定期的

な現物確認を実施するな

ど、財産規則に則った適

切な備品管理を行ってい

く。 
令和４年

３月 
文化局 

意見 

①成果指標と活動指標について 

監査対象事業の成果指標及び活

動指標を確認したところ、「㋐成

果指標や活動指標がない」、「㋑

成果指標や活動指標が直接的では

ない」ものが散見された。 

㋐については、事業の成果指標

又は活動指標がないため、事業活

動の「成果（アウトカム）」や

「結果（アウトプット）」の良し

悪しが判断できず、基本構想に基

P45～ 

48 

措置 

対応中 

個々の事業について、

効果を適切に測定・評価

しうる成果指標等を設定

することは、難しい面が

あるが、意見の趣旨を踏

まえ、静岡県の総合計画

や静岡県文化振興基本計

画の改定作業、予算編成

作業を通じて、その目標

となる指標の適切な設定

に努め、事業活動の効果

令和５年

３月 
文化局 



 

 

づく目標の達成等に向けた事業活

動の評価や見直しが、効果的かつ

効率的にできないと考える。 

㋑については、事業の成果指標

及び活動指標の設定は、事業目的

や内容等を踏まえ、できるだけ直

接的な指標にしなければ、事業活

動の成果や結果を正しく評価する

ことができない。 

特に、監査対象事業である「文

化芸術の振興に関する事業」は公

益性が比較的高い事業であり、費

用対効果で事業を評価することが

できないケースが多いため、事業

の成果指標や活動指標を適切に設

定して評価していくことが、必要

不可欠と考える。 

的・効率的な評価・見直

しを図っていく。 

今後は、新たに設定し

た指標による評価を通じ

て、各事業の成果を確認

し、適宜、必要な施策を

講じていく。 

Ｂ－01「富士山」後世への継承推進事業費 

意見 

①富士山世界文化遺産協議会（以

下、協議会）への負担金について 

協議会は、有識者等による会議

の開催等を実施しており、それら

に要する経費について、静岡県側

と山梨県側で２分の１ずつ、協議

会へ負担金を拠出している。その

うち、静岡県側負担分について

は、県が３分の２、関係６市町が

３分の１の割合で、県内市町と負

担金を分担している。 

しかし、担当課は、負担割合や

その根拠、経緯を協議会設置要綱

その他の規程等（以下、関連資

料）に明記していなかった。 

定期的に県担当者が交代する現

状や県民への説明責任を考慮する

と、関連資料に負担割合等を明記

することが望ましいと考える。 

P51, 

52 

措置 

完了 

令和４年３月に「富士

山世界文化遺産協議会負

担金に係る事務取扱要

領」として負担割合を明

記した資料を作成した。 

令和４年

３月 

富士山

世界遺

産課 



 

 

意見 

②記念品の残数について 

県は、富士山保全協力金の支払

者に対し、返礼記念品として缶バ

ッジを配布している。過年度の缶

バッジが数千個残っているが、過

年度の缶バッジが配布される機会

はなく、適宜廃棄している。 

ここで、過年度の缶バッジ残数

を廃棄すると、各年度で数十万円

の缶バッジ廃棄損が生じることに

なり、惜しいと考える。 

そのため、まず、缶バッジの廃

棄をなくすために、発注数や配布

方法のみならず、現状の缶バッジ

デザインも含めて、定期的な見直

しを検討すべきと考える。次に、

缶バッジを廃棄せざるを得ない現

行の方法を続ける場合には、缶バ

ッジ廃棄損を少なくするために、

製造原価を削減していくことも必

要不可欠である。他に、定期的に

県担当者の交代が行われる現状を

踏まえると、引継ぎの観点から、

缶バッジの廃棄ルールを文書化す

ることが適当と考える。 

P52, 

53 

措置 

完了 

 缶バッジは富士山保全

協力金の支払者に対する

配布を基本としている

が、令和３年度は残数を

富士山の環境保全活動イ

ベント時に配布し、有効

活用に努めた。 

 今後も有効活用に努め

ていく。 

 また、缶バッジの廃棄

ルールについては、担当

者が後任に文書により引

き継ぐこととした。 
令和３年

12 月 

富士山

世界遺

産課 

意見 

③補助金等の消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額について 

本事業では、富士山後世承継事

業費補助金交付要綱に「消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税

額」に関する取扱いの記載があ

る。 

今回、担当課に当該事項の報告

漏れの有無を確認したところ、補

助事業者からの報告はないため補

助金の返還はないとの回答であっ

た。 

現状の取扱いでは、県が補助金

P53, 

54 

措置 

完了 

令和３年度に「富士山

後世継承事業費補助金に

係る消費税及び地方消費

税の仕入控除税額（返還

額）報告マニュアル」を

作成し、当該マニュアル

に基づき、仕入控除税額

が 0 円でも報告を求める

こととし、補助金の返還

漏れがおこらない運用と

した。 

令和４年

３月 

富士山

世界遺

産課 



 

 

の返還がない理由を正確に把握で

きない。そのため、担当課は、補

助事業者からの報告漏れは起こり

うるものとして、補助事業者が消

費税の還付に該当するか否かを問

わず、県への報告を求めるように

して、補助金の返還漏れとなる可

能性を減らすべきと考える。 

Ｂ－02「韮山反射炉」後世への継承推進事業費 

意見 

① 成果指標の設定について 

本事業は成果指標がないため、

事業活動の「成果（アウトカ

ム）」の良し悪しが判断できず、

事業活動の評価や見直しが効果的

かつ効率的にできないと考える。

成果指標を設定すべきである。 

成果指標としては、本事業の目

的や内容を踏まえ、「韮山反射炉

の認知度」が適当と考える。 

P58 
措置 

完了 

事業活動の成果を判断

するため、「韮山反射炉

の認知度向上」を指標と

し、県民講座やＰＲイベ

ント参加者へのアンケー

トにより、事業活動の成

果が達成されたかどうか

を判断していく。 

令和３年

12 月 

富士山

世界遺

産課 

意見 

② 県ホームページ（以下、県Ｈ

Ｐ）の活用について 

韮山反射炉は「明治日本の産業

革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石

炭産業」の構成資産であり、県は

韮山反射炉だけではなく、他の構

成資産全てを含めた認知度向上を

図っている。 

今回、県ＨＰを確認したとこ

ろ、外部サイトへのリンクが切れ

ていたため、担当課は関連リンク

の定期的なチェックを実施すべき

と考える。 

また、県ＨＰは韮山反射炉の紹

介のみであるが、県が他の構成資

産全てを含めた認知度向上を図っ

ているのであれば、他の構成資産

についても具体的に紹介する必要

があるのではないだろうか。 

P59 
措置 

完了 

外部サイトのリンク切

れについては、サイトが

削除されていたため、リ

ンク自体を削除した。関

連リンクの定期的なチェ

ックについては、半年に

１度程度、県ＨＰの内容

を更新する際にチェック

を実施する。他の構成資

産については、構成資産

の数も多く１つ１つを具

体的に紹介するのは困難

なため、県ＨＰには構成

資産の一覧表に各ＨＰの

リンクを貼ることで対応

している。 

令和４年

６月 

富士山

世界遺

産課 



 

 

Ｂ－03 富士山後世継承基金積立金 

意見 

① 文化財資料や書籍の購入につ

いて 

富士山後世継承基金（以下、基

金）は、富士山の顕著な普遍的価

値の後世への継承に関する事業等

に要する経費に充てることを目的

としている。 

ここで、静岡県富士山世界遺産

センター（以下、センター）は、

静岡県富士山世界遺産センター資

料収集方針（以下、収集方針）を

定め、基金を活用した文化財資料

等の購入対象を明確化している。 

しかし、収集方針では一点につ

き 1,000 万円以上の費用を要する

ことが見込まれる文化財資料等の

購入については、「特別収集資料

目録」に登録されたものから選定

する旨の記載があるが、未だ作成

していなかった。また、「文化財

資料等の購入対象」を基にした購

入希望品リストを作成していない

ため、購入希望品や購入上限金額

等が具体化されておらず、購入希

望品の優先順位が決まっていない

状態であった。 

そのため、担当課は、「特別収

集資料目録」を作成するととも

に、「文化財資料等の購入対象」

について、センターのホームペー

ジに公開し、広く情報を集める体

制を取ることが有益と考える。 

 

 

 

 

P62, 

63 

措置 

対応中 

「特別収集資料目録」

を作成するため、現在

「特別収集資料目録」に

掲載する候補作品の選定

を行っているところであ

る。今後、必要な手続き

を踏まえた上で、令和４

年度中に「特別収集資料

目録」を作成し、資料収

集方針に基づき公開が可

能な情報について、当該

センターのホームページ

等で公開し、貴重な文化

財資料等の散逸を防ぐた

め、広く情報を集めてい

く。 

令和５年 

３月 

富士山

世界遺

産課 



 

 

Ｂ－04 富士山世界遺産センター管理運営事業費 

指摘 

① 備品の管理について 

富士山世界遺産センター（以

下、センター）は、備品購入後、

財務会計システムに基本情報を登

録し、登録後に打ち出される物品

シールを物品に貼って、備品管理

をしている。 

今回、備品と物品台帳一覧表を

突合したところ、備品に物品シー

ルが貼られていないものがあっ

た。 

物品シールによる備品管理を適

切に実施するために、備品の物品

番号が一致することのチェックも

忘れないよう、周知徹底すべきで

ある。 

P68 
措置 

完了 

物品シールが貼られて

いなかった備品 No,305 防

水ポータブルマルチ水質

ロガーについて、現物確

認を実施した上で物品シ

ールを貼付した。 

今後は、適切に備品管

理をするために、現物確

認に加えて、物品シール

と物品台帳一覧表の物品

番号が一致することの確

認を複数人で行うことと

した。 

令和４年 

３月 

富士山

世界遺

産課 

意見 

① 活動指標の設定について 

本事業の活動指標は、表記が省

略化された結果、具体的に何を示

しているか、わかりづらいものに

なっている。  

そのため、センターとしての活

動指標は「センターが実施する富

士山について講義を行う出前講座

や館内講座等の受講者数」と明確

化することが適当と考える。 

P68 
措置 

完了 

富士山世界遺産センタ

ーにおける事業活動の成

果を明確に判断するた

め、「富士山世界遺産セ

ンターが実施する富士山

について講義を行う出前

講座や館内講座等の受講

者数」を指標とすること

とした。 

令和３年 

12 月 

富士山

世界遺

産課 

意見 

② 展示内容の補完について 

センターでは、歴史に沿った

人々の信仰の様子や古くから芸術

へ反映されてきた富士山の姿を展

示している。 

今回、センターの展示を確認し

たところ、展示内容が「信仰の対

象と芸術の源泉」をベースにして

いることから、こどもには馴染み

難いものになっているように感じ

た。 

P68, 

69 

措置 

完了 

展示内容を補完するこ

ども向けの館内イベント

や講座として、令和３年

度に年３回実施していた

ものを、令和４年度は年

５回実施することとし

た。また、実施内容につ

いてもアンケート結果等

を参考に一部見直しを行

った。 

今後も子どもを含め幅

令和４年 

４月 

富士山

世界遺

産課 



 

 

現状、こども向けのイベントや

講座を年数回実施しているが、さ

らにセンター館内において、こど

もを対象としたイベントや館内講

座を追加企画してみてはどうだろ

うか。 

広い年齢層の方が楽しめ

る講座やイベントを実施

し、来館満足度の向上に

努めていく。 

意見 

③ 製作物の在庫について 

センターでは設立当初から、調

査研究結果を開示するため調査研

究報告書を作成している。 

各製作物の払出数を見ると、期

末在庫数がなくなるまで、比較的

長い期間がかかると想定される。 

そこで、各製作物の滞留在庫を

防ぐために、まず、制作物の周知

を通じて販売を伸ばしてはどうだ

ろうか。次に、製作物のうち報告

書については、人類学とその隣接

科学である考古学等を扱う未配布

の博物館等への配布をしてみては

どうだろうか。他に、県運営の他

ホームページで紹介したり、市町

のホームページで紹介したりする

ことで、販路拡大してはどうだろ

うか。 後に、これらの対策をと

っても、各製作物の滞留在庫が減

らない場合は、費用対効果も踏ま

え、発行数の見直しも検討すべき

と考える。 

P69, 

70 

措 置 

対応中 

意見の趣旨を踏まえ、

製作物の販売を促進する

ため、館内に製作物の見

本等を配架するブックラ

ックの設置を検討してい

る。 

また、製作物について

は、各製作担当の学芸員

が関係機関等へ配布する

リストを作成しており、

新しく製作した書籍等を

配布する毎にリストの見

直しを行っている。リス

トに追加された新規配布

先については、関連する

製作物を漏れなく配布し

ていく。 

製作物の通信販売につ

いては、富士山世界遺産

センターミュージアムシ

ョップ運営事業者に委託

しているため、運営事業

者と調整し、販路拡大に

ついて検討していく。 

今後発行する製作物に

ついては、過去の製作物

の在庫状況を見ながら適

切な部数を発行していく

こととする。 

令和５年 

３月 

富士山

世界遺

産課 



 

 

意見 

④ 備品の設置場所について 

今回、センターの物品台帳一覧

表を閲覧したところ、登録されて

いる備品等 429 件のうち、設置場

所が空欄の備品が 19 件見受けら

れた。 

設置場所が空欄のままでは、備

品の設置場所が物品台帳一覧表か

ら把握できないため、備品管理

上、望ましくないと考える。 

そのため、センターは、毎年実

施する現物確認の際に、備品の設

置場所を確認の上、物品台帳一覧

表を適時更新することが望ましい

と考える。また、物品のうち動産

については、設置場所が動く可能

性があるため、所定の置き場所を

決めておくことも、備品管理上、

有益と考える。 

P70 
措置 

完了 

物品台帳一覧表の設置

場所が空欄の備品 19 件に

ついては、現物確認を行

った上で設置場所を記載

した。 

今後は、備品の設置場

所と物品台帳一覧表に記

載の設置場所が一致する

よう定期的に確認し、設

置場所が一致していない

備品を発見した場合は、

速やかに物品台帳一覧表

の更新を行うこととし

た。 

令和４年 

６月 

富士山

世界遺

産課 

意見 

⑤ 収蔵品の登録について 

センターでは、世界文化遺産と

しての富士山の価値を伝え、富士

山にまつわる作品を展示や公開す

ることを目的として、資料を収

集、収蔵している。 

現在までに入手した収蔵品は、

コレクターからの寄贈品が多く、

寄贈や購入を合わせて 10,000 点

を超えるが、館蔵品原簿への既登

録件数は未だ 440 件超程度であ

る。 

収蔵品点数は年々増加していく

ことを踏まえると、センターは中

長期的な計画を設定し、一定年数

経過ごとに計画値の達成ができな

かった場合は、非常勤職員を雇う

等して、登録を計画的に進めてい

くべきと考える。また、登録作業

P71 
措置 

対応中 

 効率的に収蔵品の登録

を進めていくために、令

和４年度に収蔵品受入台

帳システムの改修及び登

録マニュアルの策定等の

実施を予定している。 

 システム改修等完了

後、計画的に登録を進め

ていく。 
令和４年 

９月 

富士山

世界遺

産課 



 

 

を行う際の手続きマニュアルを作

成することで、どの職員が登録作

業を行っても同一の内容となるよ

うに、入力作業を管理すべきと考

える。 

Ｂ-05 文化振興推進事業費 

意見 

①活動指標の設定について 

本事業には、文化支援活動や情

報提供手法の調査を目的とした

「しずおか文化ネットワーク化推

進事業費」があり、活動指標とし

て「県によるネットワーク形成の

ためのセミナーやミーティングの

参加者数」を設定している。 

今回、詳細を確認したところ、

以下のような状態であった。 

・３年連続で、研修会等に参加し

ていない市町が４つある。 

・担当課は、各市町の文化行政担

当職員数を把握していない。 

前者については、本事業の目的

からすると、全ての市町の参加が

望ましいと考えるため、担当課

は、ＷＥＢ会議の導入など、遠方

にある市町が参加しやすい環境を

整えることが望ましいと考える。 

後者については、全ての市町の

参加が望ましいのであれば、目標

値は参加市町数とすることが適当

と考える。 

P74 
措置 

完了 

令和３年度から文化行

政連絡会議への参加方法

にＷＥＢ会議を導入し、

実地参加とＷＥＢ参加の

選択制にした上で、目標

値を参加市町数とした。 

令和３年

４月 

文化 

政策課 

意見 

②静岡県立美術館第三者評価委員

会報告書（以下、報告書）の開示

について 

静岡県立美術館では、第三者評

価委員会（以下、委員会）を実施

しており、その内容は県ホームペ

ージ（以下、ＨＰ）にアップさ

P76 
措置 

対応中 

開示場所については、

現在、県政情報のページ

に配付資料や議事録を、

教育・文化のページに報

告書をそれぞれ掲載して

いる。これらのページに

相互リンクを作成する予

令和 

４年度中 

文化 

政策課 



 

 

れ、県民の誰もが閲覧できる状況

になっている。 

ここで、現状、別々の開示場所

で、委員会に関する情報開示をし

ているが、利用者目線では、県に

よる開示場所の使い分けがわから

ず、利便性が悪いと考える。利用

者が委員会に関する情報を漏れな

く把握できるような工夫が必要で

はないだろうか。 

また、令和３年 10 月 14 日時点

においても、令和２年度の報告書

がＨＰで開示されていなかった。

担当課は、報告書の作成及びＨＰ

開示についての期限をルールで定

め、定期的に報告書をＨＰに開示

できるような環境を整備すべきと

考える。 

定である。 

令和２年度報告書及び

令和３年度報告書を令和

４年３月に県 HP にて公開

した。 

今後は第三者評価委員

会開催後２ヶ月以内に報

告書を取りまとめ県 HP に

公開するようルールを設

定する予定である。 

意見 

③芸術祭振興事業の区分管理につ

いて 

本事業の中には（ふじのくに）

芸術祭振興事業があり、芸術祭関

連イベントの企画や広報を実施し

ている。一方、ふじのくに芸術祭

等開催事業費（B-17）は別にあ

り、芸術祭の運営を実施してい

る。 

すなわち、同じ芸術祭に要する

経費につき、企画や広報は本事

業、運営はふじのくに芸術祭等開

催事業費（B-17）に分けて管理し

ている。 

区分管理は、芸術祭の目標管理

や予算管理をするうえで適切な設

定とは言い難く、だいぶ時も経過

したところから、ふじのくに芸術

祭等開催事業費でまとめて管理す

ることが望ましいと考える。 

P77 検討中 

わかりやすい予算の区

分管理が大切であるた

め、次回予算編成作業時

には区分の整理について

検討を進める。 

令和４年

11 月 

文化 

政策課 



 

 

Ｂ－06 地域伝統芸能全国大会開催事業費 

意見 

①活動指標の設定について 

本事業は活動指標がないため、

事業活動の「結果（アウトプッ

ト）」の良し悪しが判断できず、

成果指標の達成に向けた事業活動

の評価や見直しが、効果的かつ効

率的に行えないと考える。活動指

標を設定すべきである。 

活動指標としては、本事業の内

容を踏まえ「地域伝統芸能全国大

会の参加者数」が適当と考える。 

P80 
措置 

不要 

意見のあった大会は、

中止となり、今後本県で

の開催は見込まれない。 

今後、同様の事業を行う

場合は、予算調書に各指

標を記載し、明確化を図

る。 

令和３年

８月 

文化 

政策課 

意見 

②大会データの活用について 

地域伝統芸能全国大会は、令和

２年 11 月に静岡県での開催予定

であったが中止となったため、県

は開催予定であった大会の動画を

新たに作成し、ホームページで公

開した。 

その際、作成した動画について

は、ホームページアドレスの契約

期間終了後も伝統芸能の普及や研

究・教育目的で随時活用している

が、予算の有効活用の観点から、

一層活用することが望ましいと考

える。 

そのため、担当課は、当該動画

のより広範囲かつ計画的な活用方

法について、期限を区切って検討

すべきと考える。 

 

P81 
措置 

完了 

当該事業において作成

した動画については、

（独）日本芸術振興会の

ホームページ掲載用に提

供する等、広範囲に活用

されている。 

令和３年

８月 

文化 

政策課 

Ｂ－07 ふじのくに芸術回廊創出事業費 

意見 

①野外芸術フェスタにおける支出

内容の確認について 

当事業は、県 → 実行委員会 

→ 公益財団法人静岡県舞台芸術

センター（以下、ＳＰＡＣ）とい

P84～

86 

措置 

完了 

令和３年度の実行委員

会決算時には、県でも事

務局経理簿を含めた会計

書類を確認し、会計事務

が適正に行われているこ

令和４年

３月 

文化 

政策課 



 

 

う形で公演の契約が締結されてい

る。 

形式的には、県は実行委員会に

負担金を支出し、実行委員会がＳ

ＰＡＣとの間で公演の契約を締結

しているため、県は、支出内容に

ついては実行委員会からの報告を

確認している。しかし、実行委員

会の事務局はＳＰＡＣであり、実

行委員会とＳＰＡＣとの契約は実

質的には自己取引となっているこ

とから、県から直接ＳＰＡＣに負

担金が支出されているのと同じよ

うな状況である。 

そのため、担当課は、県がＳＰ

ＡＣに対して直接負担金を支出し

ている場合に準じた、支出内容の

確認を実施すべきと考える。 

とを確認した。 

今後も、決算時には監

事監査と合わせ県におい

ても支出内容の確認を実

施していく。 

Ｂ－08 子どもが文化と出会う機会創出事業費 

意見 

①成果指標及び活動指標の設定に

ついて 

本事業の成果指標は複合的かつ

多岐に渡る要素で定まるものであ

るため、本事業の成果指標とする

のは直接的ではなく、成果を測定

しがたいと考える。また、活動指

標がないため、事業活動の「結果

（アウトプット）」の良し悪しが

判断できず、成果指標の達成に向

けた事業活動の評価や見直しが、

効果的かつ効率的にできないと考

える。直接的な成果指標及び活動

指標を設定すべきである。 

本事業の目的や内容を踏まえ、

成果指標としては「参加した子ど

もの数」、活動指標としては「演

奏会や演劇の学校訪問・出張公演

の回数」が適当と考える。 

P89, 

90 

措置 

対応中 

第５期静岡県文化振興

基本計画において、「子

ども向け文化教育事業参

加者数」を評価指標とし

て設定したことから、こ

れを当事業の成果指標と

して新たに適用する。 

活動指標については、

令和４年度新規事業の実

績も踏まえた上で、当該

事業内に適切な目標数値

を設定する。 

令和５年

３月 

文化 

政策課 



 

 

Ｂ－09 オリンピック・パラリンピック文化プログラム推進事業費 

意見 

①負担金の使途について 

県は、県から文化プログラムを

展開する委員会を通じて、文化プ

ログラムを実施する各団体へ負担

金による支援をしている。今回、

県が実施している負担金の使途検

証方法を確認したところ、いくつ

かの団体は、それぞれ申請経費の

支払いに伴うポイントを得てい

た。 

現協定書上、ポイントの取扱い

は明示されていないため、現状の

取扱いに間違いがあるというわけ

ではないが、本来的にはポイント

を除いた実費相当分を、申請経費

とするのが適当ではないだろう

か。 

そのため、担当課は、今後、同

種の負担金事業を実施する際に

は、 新の動向等を踏まえて定期

的に検討を行い、一度に決めるこ

とが難しいのであれば、徐々にで

も具体的なポイントの取扱いを決

めていくべきと考える。 

 

 

 

 

P93, 

94 

措置 

不要 

本事業については令和

３年度をもって終了して

いるが、今後同様の事業

を実施する際には、 新

の動向や、県の会計制度

を所管する出納局の考え

方等を踏まえて対応を検

討する。 

 

令和４年

３月 

文化 

政策課 

Ｂ－10 静岡県舞台芸術センター事業費助成 

意見 

①「演劇の都」構想における本事

業費の説明について 

県は、ＳＰＡＣを「演劇の都」

構想の核となる存在として位置づ

け、ＳＰＡＣの活動拠点である公

園の修繕・整備を検討している。 

しかし、「演劇の都」構想の中

P98 
措置 

完了 

県ホームページ上に、

「演劇の都」しずおかの

推進のページを作成し、

「演劇の都」構想の内容

について、県民に情報公

開している。 

ＳＰＡＣへの県費支出

令和４年

３月 

文化 

政策課 



 

 

では、これまでのＳＰＡＣに対す

る支出状況についても、公園施設

の修繕費用の見通しについても、

具体的な金額が全く説明されてい

なかった。 

「演劇の都」構想は既に策定・

公表済みであり、作り直しなどの

改善措置は求めないが、県民に対

する情報開示を充実していくべき

と考える。 

状況については、監査調

書において情報公開して

いる。公園施設の修繕費

用の見通しについては、

「静岡県公共施設等総合

管理計画」に基づく「個

別施設計画」により、他

の県有施設と共に、県の

ホームページ上で、情報

公開している。 

今後も、ＳＰＡＣ関連

事業費についての情報開

示に努める。 

意見 

②中高生舞台芸術鑑賞事業（以

下、中高生事業）の課題と対応に

ついて 

中高生事業は、人材育成事業の

一環で実施するＳＰＡＣの自主事

業であり、ＳＰＡＣの公演を県内

中高生に無償で提供するものであ

る。中高生事業には、年間約５千

万円の経費がかかり、当事業費で

ある補助金の他に、国庫補助金や

一般公演収入、ＳＰＡＣの中高生

舞台芸術鑑賞事業積立資産及び基

本資産（以下、基本財産等）を取

り崩して、賄っている。 

中高生事業のような未来投資的

な文化事業を維持するためには、

ＳＰＡＣの基本財産等を取り崩し

ながら進めるというやり方もやむ

を得ないと考えるが、担当課は、

どのように減っていくのかをシミ

ュレーションしておくべきと考え

る。また、その検討をもとに、必

要に応じて、中高生事業の規模や

内容の見直しを、ＳＰＡＣと検

討・協議すべきである。 

P99, 

100 

措置 

完了 

県はＳＰＡＣの財務状

況の分析や基本財産等の

推移についての試算を行

い、ＳＰＡＣと情報を共

有した。 

今後、県はＳＰＡＣの

財務状況を把握し、ＳＰ

ＡＣは、将来のファン獲

得や経営の安定化の実現

のため、企業協賛・会費

収入の獲得等に努め、適

切な法人運営を継続して

いく。 
令和４年

３月 

文化 

政策課 



 

 

意見 

③中高生事業に参加する中高生に

ついて 

中高生事業では、ＳＰＡＣが各

学校からの申込受付等を行ってい

る。その際、担当課は、参加学校

に偏らないようＳＰＡＣに指示

し、後で報告を受けている。 

しかし、担当課は、具体的な学

校や生徒数のデータについて、内

容確認や検証をしていなかった。 

これでは、担当課はＳＰＡＣに

対する効果的な指示ができないた

め、今後は、ＳＰＡＣに求める指

示や報告内容の見直しを検討すべ

きと考える。 

P101

～107 

措置 

完了 

報告内容を見直し、令

和３年度実績報告からは

全参加校・生徒数一覧を

提出されることにより、

中学校と高校それぞれの

地域別参加校数・参加生

徒数を把握できるように

した。 

今後は、実績報告の内

容から、より詳細な参加

率分析に応じた適切な広

報周知についてＳＰＡＣ

に働きかけていく。 

令和４年

６月 

文化 

政策課 

Ｂ－12 文化関係団体助成 

意見 

①補助金算定根拠の明確化につい

て 

県は事業目的を達成するため

に、昭和 45 年度から静岡県文化

協会に対して、補助金を交付して

いる。 

今回、担当課に補助金の算定根

拠を確認したところ、具体的な算

定根拠等について、明記された文

書等は残っていないとのことであ

った。これでは、補助金の継続性

や妥当性等についての具体的な判

断基準がなく、合理的な見直しが

できないと考える。とくに県担当

者が定期的に交代する現状を考慮

すると、判断基準を文書等で明記

する必要性は高いと考える。 

そのため、担当課は、補助金の

算定根拠を明確化したうえで、補

助金の継続性や妥当性を毎年吟味

して、県民に説明できるような記

録を残すべきと考える。 

P113 
措置 

完了 

団体助成にかかる当初

の算定根拠資料は残って

いないが、毎年の予算協

議の際に、補助金額の継

続性や妥当性について総

合的に判断している。 

補助金額の交付にあた

っては、補助金交付要綱

に基づき、交付申請書の

計画書や実績報告書等の

内容を事業目的に照ら

し、補助金の妥当性を毎

年確認している。 

しかしながら、今回の

意見を受け、予算協議時

の意思決定過程を記録に

残すこととした。 

 

令和４年

３月 

文化 

政策課 



 

 

Ｂ－13 グランシップ特定天井対策事業費 

意見 

①活動指標の設定について 

本事業の活動指標は複合的かつ

多岐に渡る要素で定まるものであ

る。そのため、本事業の活動指標

とするのは直接的ではなく、それ

だけでは活動を測定しがたいと考

える。直接的な活動指標を設定す

べきである。 

活動指標としては、本事業の内

容を踏まえ「計画の進捗率」等が

より適当と考える。 

P116,

117 

措置 

不要 

本事業については令和

３年度をもって終了して

いるが、今後同様の事業

を実施する際には、活動

指標を「計画の進捗率」

等とする。 

 

令和４年

３月 

文化 

政策課 

意見 

②予算決算の差異について 

本事業における工事請負費の当

初予算、補正予算、決算は大きな

動きがあったが、入札不調（不

落）となったためである。 

入札については、景気や業界の

動向などの外部要因だけでなく、

対象工事の難易度や特殊性などの

内部要因も含めて様々な要素が絡

むことから、不調となってもやむ

を得ない面もあると考える。 

しかし、事務手続の効率性か

ら、担当課は、今後、同様の事態

が発生しないよう、対象工事の難

易度や特殊性を勘案して、事業者

が適切な入札価格を算定するため

に適切な情報提供を実施すること

が望ましいと考える。 

P117 
措置 

不要 

入札不調（不落）を防

ぐため、景気や業界の動

向などの外部要因だけで

なく、対象工事の難易度

や特殊性などの内部要因

も鑑みて、適切な予定価

格の算出に努めている。 

また、事業者が適切な

入札価格を算定するため

に必要な情報を提供して

いる。 

令和４年

３月 

文化 

政策課 

Ｂ－14 グランシップ管理運営事業費 

指摘 

①備品の管理について 

グランシップは、備品購入後、

財務会計システムに基本情報を登

録し、登録後に打ち出される物品

シールを物品に貼って、備品管理

をしている。 

P123 
措置 

完了 

備品に物品シールが貼

られていなかったものは

改めて物品シールを貼付

し、物品台帳と照合し

た。 

使用している間に物品

令和４年

３月 

文化 

政策課 



 

 

今回、備品と物品台帳一覧表を

突合したところ、物品シールが貼

られていないものがあった。 

物品シールによる備品管理を適

切に実施するために、備品の物品

番号が一致することのチェックも

忘れないよう、周知徹底すべきで

ある。 

シールが劣化し剥がれ落

ちてしまうことが一因で

あるため、物品の使用前

後にも、物品シールの貼

付と物品台帳の照合を行

うなど、再発防止に努め

ている。 

意見 

①活動指標の設定について 

本事業の活動指標として「グラ

ンシップ企画事業入場者数」があ

り、目標値は、平成 28 年度に、

平成 24～27 年度の実績などを考

慮して設定し、令和３年度までに

達成することを目指している。 

現状の活動指標の目標値は著し

く低いものとはいえないが、目標

値の設定は容易に達成できる水準

にするのは望ましくないと考え

る。また、現状の活動指標は単年

度の目標値であることから、指定

管理者が短期的志向から、企画事

業の内容に偏りが発生する可能性

がある。 

中長期的視野に立った企画事業

の立案を促すためにも、活動指標

の設定は単年度ベースではなく、

累計ベース（指定管理期間）にす

ることも一案と考える。 

P123, 

124 

措置 

完了 

コロナ禍の影響によ

り、企画事業入場者数

は、令和３年度実績で

30,800 人と大きく減少

し、一方で Web 上での鑑

賞は拡大した。グランシ

ップは、文化芸術に関す

る実演による感動を、よ

り多くの県民に届けるこ

とを目標としている。 

このような状況を踏ま

え、第５期指定管理期間

（令和４～８年度）は、

「グランシップ企画事業

入場者数」の目標は、来

場し、実演による鑑賞者

数と Web 閲覧者数の目標

値を別々に設定した。実

演による鑑賞者数は、毎

年度 10 万人を目標に取り

組むこととし、Web 閲覧

者数は、 終年度までの

累計目標値を 15 万人とし

た。アフターコロナの時

代の県民の文化芸術鑑賞

の多様なニーズに応えつ

つ、実演の魅力を伝える

ことの両立を図る方針で

ある。 

令和４年

３月 

文化 

政策課 



 

 

意見 

②グランシップの収支について 

グランシップは、利用料金収入

は横ばいであるが築年数の増加に

伴い修繕費の増加が見込まれるた

め、今後も継続して利用料収入の

維持向上を図っていくべきと考え

る。 

ここで利用料収入の構成は数量

×単価であるため数量及び単価の

増加を実現させる必要がある。 

そのため、グランシップは、数

量アップのために、各施設の稼働

率を高めることが重要であり、各

施設のコマ別目標管理を実施すべ

きと考える。また、単価アップの

ために、数量アップが限界に達し

た場合など目安を作って、利用料

金の値上げを検討することが望ま

しいと考える。 

P124

～127 

措置 

完了 

第４期指定管理期間に

おいては、県としてコマ

別稼働率の把握を行って

いなかったが、第５期指

定管理期間は、毎月の報

告様式にコマ別稼働率を

加え、県と指定管理者双

方で、当該稼働率の推移

を検証することにより、

数量アップに向けた取組

みを行うこととした。 

利用料金の値上げにつ

いては、必要に応じて他

の県有施設の状況も鑑み

つつ検討していく。 

令和４年

２月 

文化 

政策課 

意見 

③備品の設置場所について 

今回、グランシップの物品台帳

一覧表を閲覧したところ、登録さ

れている備品等 523 件のうち、設

置場所が空欄の備品が 58 件見受

けられた。 

設置場所が空欄のままでは、備

品の設置場所が物品台帳一覧表か

ら把握できないため、備品管理

上、望ましくないと考える。 

そのため、グランシップは、毎

年実施する現物確認の際に、備品

の設置場所を確認の上、物品台帳

一覧表を適時更新することが望ま

しいと考える。また、物品のうち

動産については、設置場所が動く

可能性があるため、所定の置き場

所を決めておくことも、備品管理

上、有益と考える。 

P127

～128 

措置 

完了 

設置場所が空欄となっ

ていた 58 件の備品は、設

置場所を確認の上物品台

帳一覧表に記載した。 

また、令和４年３月に

実施した現物確認から

は、備品の設置場所を確

認の上、物品台帳一覧表

を更新し、物品のうち動

産については、所定の置

き場所を決め、使用後は

当該場所へ返却すること

とした。 

令和４年

３月 

文化 

政策課 



 

 

意見 

④貸与物品の取扱いについて 

グランシップの運営に必要な備

品については、すべて県の所有物

であり、県から指定管理者へ貸与

している。 

ここで、貸与消耗品について

は、貸与備品と同じく買替の必要

が生じるものと考えるが、現状、

県又は指定管理者のどちらが負担

するか、明確に決まっていない状

況である。 

そのため、貸与消耗品の買替に

ついて、県はどちらが負担するか

を整理し、必要に応じて予算措置

を検討すべきと考える。 

P128 
措置 

不要 

グランシップでは、

「静岡県コンベンション

アーツセンターの管理に

関する基本協定書（令和

４年２月更新）」におい

て、備品も消耗品も「管

理物品」と定義してい

る。管理物品は、「物品

使用貸借契約書」に基づ

き県から指定管理者に貸

与しているものであり、

管理物品は県有財産であ

るため、買替えについて

は、県が負担するもので

ある。 

負担区分は、静岡県コ

ンベンションアーツセン

ター指定管理者申請要項

別紙「県及び指定管理者

の業務区分表」で整理さ

れている。 

グランシップ利用者の

安全面やサービス水準を

考慮し、必要に応じ県で

予算要求する。 

令和４年

２月 

文化 

政策課 

Ｂ－15 グランシップ修繕事業費 

意見 

①活動指標の設定について 

本事業の活動指標は複合的かつ

多岐に渡る要素で定まるものであ

る。そのため、本事業の活動指標

とするのは直接的ではなく、それ

だけでは活動を測定しがたいと考

える。直接的な活動指標を設定す

べきである。 

活動指標としては、本事業の内

容を踏まえ「中期維持保全計画の

進捗率」等がより適当と考える。 

 

P131 
措置 

完了 

令和４年度の事業開始

に当たり、活動指標とし

て「中期維持保全計画の

進捗率」を設定した。 

令和４年

３月 

文化 

政策課 



 

 

Ｂ－16 舞台芸術拠点施設管理運営事業費 

指摘 

①貸付物品の現物確認不実施につ

いて 

県は、静岡県舞台芸術公園（以

下、公園）の物品を公益財団法人

静岡県舞台芸術センター（以下、

ＳＰＡＣ）の事業に供するため、

無償貸与している。 

今回の施設往査で、ＳＰＡＣに

貸与物品の定期点検方法を確認し

たところ、修繕や交換、廃棄、追

加取得が行われた貸与物品は現物

確認をしているが、動きが無い貸

与物品は、とくに現物確認をして

いないとの回答があった。このま

までは、物品台帳一覧表に載って

いる備品が、実際にすべて使用可

能な状況で存在しているのかどう

か、わからない状況にある。 

そのため、公園は、ＳＰＡＣに

対して動きがない貸与物品につい

ても、定期的に現物確認を行い、

その結果を報告することを求める

べきである。 

P135 
措置 

完了 

貸与物品については、

動きがない物品も含めて

定期的な現物確認を行う

よう、指定管理者に対し

再度周知徹底を行った上

で、令和３年度の貸付物

品定期点検時は、県職員

も立会いの上、静岡県財

産規則施行通達第 104 条

関係(物品の貸付け)(2)の

規定に基づき適正に現物

確認を実施し、報告を受

けた。 

令和４年

３月 

文化 

政策課 

意見 

①「物品返納書（貸付物品のうち

消耗品）」の受領について 

貸付物品については、毎年４月

に担当課とＳＰＡＣで物品明細付

きの使用貸借契約書を締結し、翌

３月末にＳＰＡＣは物品返納書に

サインして担当課に送付している

（以下、貸与物品の関連手続）。 

今回、当手続の関連ファイルを

閲覧したところ、物品返納書は備

品分のみであり、消耗品分は見当

たらなかった。 

物品返納書を作成する趣旨は、

３月末時点における貸付物品の品

P135, 

136 

措置 

完了 

令和３年度物品返納時

に、「貸付物品更新時の

物品返納書の取り扱いに

ついて」（平成 27 年 2 月

16 日付け出用第 85 号）

に基づき、消耗品につい

ても物品返納書をＳＰＡ

Ｃに作成させ、本年３月

末に受領した。 

令和４年

３月 

文化 

政策課 



 

 

目と数量について、ＳＰＡＣに確

認させる行為であり、その点につ

いて備品も消耗品も違いはないと

考える。そのため、公園は、消耗

品の物品返納書を入手すべきと考

える。 

意見 

②貸付物品の取扱いについて 

県からＳＰＡＣへの貸付物品は

約 2,700 件、取得価額では約２億

円になる。 

貸付物品の取得からの経過年

数、他への転用の可能性などを考

えると、県にとっては実質的な資

産価値はほとんどないと考えられ

る。しかし、今の位置づけのまま

では、貸付物品の関連手続を毎年

実施することになるため、相応の

手間やコストがかかる。 

そのため、公園は、実質的な資

産価値がほとんどないと考えられ

る貸付物品に対して、費用対効果

の視点から、関連手続きや運用ル

ールの見直しを検討してみてはど

うだろうか。 

P136 
措置 

完了 

貸付物品の取扱につい

て検討した結果、耐用年

数の経過を理由に一律に

貸付物品から除外するの

ではなく、個別に利用状

況を確認し、使用の見込

みのないものについて段

階的にＳＰＡＣへ譲渡す

る方針とし、ＳＰＡＣに

は定期的にリストを点検

するよう指示した。今

後、当方針のもと、定期

的に貸付物品を見直し、

管理事務の負担を軽減し

ていく。 

令和４年

３月 

文化 

政策課 

意見 

③貸付物品の設置場所について 

今回、公園の貸付物品一覧表を

確認したところ、設置場所が大ま

かに記載されており、現物をすぐ

に見つけられない状態であった。 

このままでは、貸付物品一覧表

から実際の設置場所を具体的に把

握することが難しいため、備品管

理上、望ましくないと考える。 

そのため、公園は、指定管理者

が毎年実施する現物確認の際に、

貸付物品一覧表に設置場所を具体

的に記入し直した上、適時更新す

ることが望ましいと考える。ま

P137 
措置 

完了 

令和３年度の貸付物品

定期点検時に、物品の設

置場所について再度確認

し、令和４年度の貸付物

品一覧に確認結果を反映

させた。 

動産のうち使用場所が

複数に渡るものついて

は、一番利用頻度の高い

野外劇場を基本の設置場

所として指定した。 

令和４年

３月 

文化 

政策課 



 

 

た、貸付物品のうち動産について

は、設置場所が動く可能性がある

ため、所定の置き場所を決めてお

くことも、備品管理上、有益と考

える。 

意見 

④音響装置・照明に関する対応の

検討について 

担当課は、公園の劣化診断結果

をもとに中期維持保全計画を策定

し、順次更新を重ねている。 

中期維持保全計画において、担

当課は、公園の音響装置・照明を

買い替えるのではなくレンタルに

することで当該費用を圧縮する方

針を検討しているが、現状、どの

程度の費用を圧縮することができ

るのかについては不透明な状況で

ある。 

そのため、公園は、音響装置・

照明の更新又はレンタルにつき、

可能な限り、費用の比較や検討を

実施すべきと考える。また、公園

は「演劇の都」の中心的な存在と

位置付けられているため、担当課

は、演劇公園にふさわしい音響装

置・照明を維持するための追加コ

ストについても検討すべきと考え

る。 

P137

～139 

措置 

完了 

音響装置・照明につい

ては令和９年度以降に更

新時期を迎えるため、維

持管理コストも踏まえ、

今後、費用の比較や仕様

を検討していくこととし

た。 

令和４年

３月 

文化 

政策課 

Ｂ－17 ふじのくに芸術祭等開催事業費 

意見 

①繰越金の取扱いについて 

伊豆文学賞は、県から伊豆文学

フェスティバル実行委員会（以

下、実行委員会）に予算額が支給

され、実行委員会が事業を運営し

ている。 

直近４年間では新型コロナウイ

ルス感染症の影響などによって、

各種イベントを中止せざるを得な

P142, 

143 

措置 

対応中 

令和３年度については

概ね予定していた事業を

展開した。また、令和４

年度も予定の事業を展開

できる見込みであること

から、繰越金は令和４年

度中に解消する見込みで

ある。 

令和５年

３月 

文化 

政策課 



 

 

かったため、実行委員会の繰越金

が増加している。 

担当課は、令和４年３月６日

に、各種イベントの開催を予定し

ているため、繰越金の増加は一時

的なものと考えられる。しかし、

仮に予定していた各種イベントが

開催できず、さらに繰越金が膨ら

むようであれば、いったん、繰越

金の取崩しを検討するのが望まし

いと考える。 

Ｂ－18 文化財保存活用費 

意見 

①成果指標及び活動指標の設定に

ついて 

本事業は成果指標がなく活動指

標が直接的でないため、事業活動

の「成果（アウトカム）」や「結

果（アウトプット）」の良し悪し

が判断できず、事業活動の評価や

見直しが効果的かつ効率的にでき

ないと考える。成果指標及び直接

的な活動指標を設定すべきであ

る。 

カモシカについては、事業の目

的や内容を踏まえ、成果指標とし

ては「調査した結果が所定の報告

書等に適切に取りまとめられたか

どうか」、活動指標としては「年

度あたりの生息概況調査地点件

数」が適当と考える。 

P146, 

147 

措置 

完了 

特別天然記念物カモシ

カについては、山中を自

由に移動しながら生息し

ているため、個体を特定

して複数年にわたり動態

を観察することは困難で

あるが、縄張りを作り生

息する性格があることか

ら、定点観測により把握

された生息状況を複数年

にわたり比較していくこ

とが有効である。 

したがって、意見のと

おり成果指標を「調査し

た結果が所定の報告書等

に適切にとりまとめられ

たかどうか」、活動指標

を「年度あたりの生息概

況調査地点件数」と設定

し、適切な事業執行につ

なげる。 

令和４年

６月 

文化財

課 

意見 

②支援員のステップアップ講座に

ついて 

県は災害時における文化財救済

体制の一翼を担う支援員に対し

て、定期的に知識向上等を目的と

P147 
措 置 

対応中 

オンライン配信や動画

記録の活用など具体的な

対策を検討し、ステップ

アップ講座の参加率向上

を図っていく。 

令和５年

３月 

文化財

課 



 

 

したステップアップ講座を実施し

ている。 

ステップアップ講座の受講者数

は直近３ヶ年で 20 数名前後であ

り、５％程度の低い参加率となっ

ている。 

県がステップアップ講座を実施

することは、支援員の継続的な知

識向上やモチベーション維持を図

って、不測の災害に備えた活動を

担保するうえで重要であると考え

る。そのため、担当課は、ステッ

プアップ講座の参加率向上に向け

た具体的な対策を検討すべきと考

える。 

Ｂ－19 地域ぐるみの文化財保存・活用推進事業費 

意見 

①成果指標及び活動指標の設定に

ついて 

本事業は成果指標がなく活動指

標が直接的でないため、事業活動

の「成果（アウトカム）」や「結

果（アウトプット）」の良し悪し

が判断できず、事業活動の評価や

見直しが効果的かつ効率的にでき

ないと考える。成果指標及び直接

的な活動指標を設定すべきであ

る。 

確実な保存については、事業の

目的や内容を踏まえ、成果指標と

しては「補修費の助成等により環

境整備を支援した文化財数の全体

に対する割合（環境整備支援割

合）」、活動指標としては「補助

金の予算額に対する決算額の割合

（予算消化割合）」とすることが

適当と考える。 

P150, 

151 
検討中 

国・県指定文化財の修

理等は、各文化財の所有

者又は管理者が国又は県

の補助事業として事業化

し、国あるいは地方自治

体からの助成を経費の一

部に充当している。文化

財の修理等を要する時期

は文化財が置かれた環境

等によって様々であるこ

とから、個々の文化財に

応じて計画的に修理等を

行っていくことが求めら

れ、画一的な指標を当て

はめることは適さない。 

したがって、「前年度

計画された補助事業が予

定通りに着手されている

割合」を活動指標として

設定することを検討し、

適切な事業執行につなげ

る。 

令和５年

３月 

文化財

課 



 

 

意見 

②文化財における「指定理由」の

把握について 

県は、県内に所在する国又は県

指定文化財の保存活用に向けて、

現状を把握するため、「しずおか

文化財ナビ」を一般公開してい

る。「しずおか文化財ナビ」に

は、文化財の名称や所在地の他、

国又は県が文化財として指定した

理由（以下、指定理由）を載せて

いるが、「指定理由」が空欄の文

化財が 35 件（国指定 34 件、県指

定１件）識別された。 

指定文化財の保存活用には国費

や県費が投入されていることか

ら、「指定理由」を明確化するこ

とは重要と考える。 

そのため、担当課は、今後速や

かに「指定理由」を把握し、適切

に記録・保存すべきと考える。 

Ｐ151 
措 置 

対応中 

国指定文化財について

は、文化庁に対し、指定

理由不明リストを送付

し、指定理由の情報提供

を求めている。 

また、県指定文化財に

ついては、当該市町と連

携し指定理由の把握を進

めている。記録が残され

ていない文化財について

は、静岡県文化財保護審

議会委員と協議し、改め

て指定理由の確認を行

う。 

令和６年 

３月 

文化財

課 

意見 

③補助率の特例規定を適用する際

の確認について 

令和２年度において、県指定文

化財に対する文化財保存費補助金

の補助率に特例規定（以下、当規

定）が設けられた。本事業におい

ても、令和２年度に当規定を２件

適用しているが、県による「収入

減」の確認は、いずれも補助事業

者が自己証明した収入額証明書の

みをもって行われていた。 

当規定は補助率に 10％を上乗せ

するもので、補助金交付額に与え

る影響は少なくなく、また、補助

金交付の公平性の観点からも、そ

の適用要件の確認は厳格になされ

るべきものであり、自己証明のみ

で適用要件を満たすとすることは

P151,

152 

措置 

完了 

新型コロナウイルス感

染症の影響による収入額

の減少に係る文化財補助

金の補助率については、

国の通知・様式に準じ、

収入額証明書にて収入減

を確認していた。 

しかしながら、今回の

意見を踏まえ、該当する

補助事業者に対し、確定

申告書の写しや帳簿の写

しなど「収入減」を公的

に確認できる書類の提出

を追加で求めることとし

た。 

 

 

 

令和３年 

12 月 

文化財

課 



 

 

適切ではないと考える。 

そのため、担当課は、「収入

減」の証明として、比較年月を含

む年の確定申告書の写しや売上帳

など帳簿の写しの提出を求めるな

ど、適切に確認すべきと考える。 

意見 

④補助金等の消費税及び地方消費

税にかかる仕入控除税額について 

本事業では、静岡県文化財保存

費補助金交付要綱に「消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額」

に関する取扱いの記載がある。 

今回、担当課に当該事項の報告

漏れの有無を確認したところ、補

助事業者からの報告はないため補

助金の返還はないとの回答であっ

た。 

現状の取扱いでは、県が補助金

の返還がなされない理由を正確に

把握できない。そのため、担当課

は、補助事業者からの報告漏れは

起こりうるものとして、補助事業

者が消費税の還付に該当するか否

かを問わず、県への報告を求める

ようにして、補助金の返還漏れと

なる可能性を減らすべきである。 

P152, 

153 

措置 

完了 

消費税等仕入控除税額

については、国からの事

務連絡（H27.2.23）によ

り、消費税の申告により

額が確定した場合に都道

府県へ届け出ることとし

ている。 

しかしながら、消費税

等仕入控除税額にかかる

報告（返還）漏れが発生

しないよう、再度、全補

助事業者に対して、「消

費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額」につい

て周知を行った。また、

市町が県への書類を提出

する際に添付する「補助

事業 提出書」チェック

リストに、仕入控除税額

の有無についての確認項

目を追加した。地方公共

団体以外の事業者に対し

ては、確認書の提出を依

頼した。 

令和４年 

６月 

文化財

課 

意見 

⑤研修会の開催方法について 

本事業においては、文化財保存

活用地域計画又は文化財保存活用

計画の制度周知のために、研修会

を開催している。令和２年度で

は、新型コロナウイルス感染拡大

防止等の観点から、それぞれ研修

会の回数を１回に減らして実施し

P155 
措置 

完了 

文化財保存活用地域計

画等については、講義よ

りも制度理解に向けた意

見交換が重要であるた

め、ＷＥＢ開催等は適切

ではないと考えており、

今年度は、東・中・西の

３会場での開催を計画し

令和４年 

６月 

文化財

課 



 

 

ている。 

研修会の開催回数削減は止むを

得ない対応であると考えられる

が、従来、開催場所によっては地

理的な制約から参加できない市町

や文化財所有者もいたことなどか

ら、担当課は、ＷＥＢ開催などを

検討すべきと考える。 

ている。 

他の会議については、

オンライン開催や会場と

オンライン双方のハイブ

リット開催等も実施して

おり、研修会の目的や特

性により、研修会を開催

している。 

Ｂ－20 文化財調査受託事業費 

意見 

①成果指標及び活動指標の設定に

ついて 

本事業は成果指標や活動指標が

ないため、事業活動の「成果（ア

ウトカム）」や「結果（アウトプ

ット）」の良し悪しが判断でき

ず、事業活動の評価や見直しが、

効果的かつ効率的にできないと考

える。成果指標及び活動指標を設

定すべきである。 

成果指標は、本事業が文化財保

護法に基づく地方公共団体の義務

として行われる文化財調査の受託

事業であり、県としてコントロー

ルができないため、設定できない

点は理解できる。一方、活動指標

としては、事業の内容を踏まえ

「文化財調査受託事業にかかる実

施計画の進捗度」が適当と考え

る。 

P158,

159 

措置 

完了 

発掘調査等の受託事業

の実施に当たっては、各

事業単位で作業工程表を

作成し、計画的に進めて

いる。月ごとに進捗状況

等を把握・管理するとと

もに、委託者へ報告し、

情報共有を図っている。 

文化財保護法に基づく

事業者の埋蔵文化財保護

措置に応じて受託する調

査事業であるため、成果

指標の設定は困難である

が、事業活動の評価等を

行うため、活動指標とし

て「実施計画の進捗度」

を設定した。 

令和４年 

６月 

文化財

課 

 

Ｂ－21 文化財行政費 

意見 

①活動指標の設定について 

本事業は活動指標が直接的では

ないため、事業活動の「結果（ア

ウトプット）」の良し悪しが判断

できず、事業活動の評価や見直し

が、効果的かつ効率的にできない

と考える。直接的な活動指標を設

P162 
措置 

不要 

 文化財保護審議会は、

県にとって価値ある文化

財の条例に基づく指定

や、文化財の保存に関す

る重要な事項を知事の諮

問に応じて審議し、答申

すること等を所掌事務と

 
文化財

課 



 

 

定すべきである。 

活動指標としては、事業の内容

を踏まえ「審議会の開催数」等と

することが適当と考える。 

している。しかし、審議

会での審議内容はその都

度変化することから、会

議内容を定量的な指標で

計ることはそぐわない。 

 なお、新ビジョン後期

アクションプランの活動

指標である「県指定文化

財新規指定件数(件)」は

適切な審議会の運営の結

果を示すものでもあるこ

とから、新たな指標の設

定は不要と考える。 

意見 

②文化財パトロール研修会の参加

状況について 

県所在の指定文化財の適正管理

を目的に現状を把握するため、文

化財所在地の近隣に住む巡回調査

員が、文化財のパトロールを実施

している。 

巡回調査員の担当は、国指定文

化財と県指定文化財に分かれて配

置され、それぞれの巡回調査員を

対象に、毎年１回文化財パトロー

ル研修会が開催されているが、参

加率は必ずしも高いとはいえず、

３年連続の欠席者も相当数存在し

ている。 

そのため、担当課は、文化財パ

トロール研修会をＷＥＢ開催で実

施する等により、参加率を上げる

方策等を検討すべきと考える。 

P163 
措置 

完了 

 本年度の文化財パトロ

ール研修会は、６月 21 日

に会場とオンライン双方

のハイブリット開催と

し、参加率の向上を図っ

た。 

 今後も、参加率向上の

ため、ハイブリット開催

とする方針である。 
令和４年 

６月 

文化財

課 

意見 

③文化財保護審議会（以下、審議

会）の出席状況について 

審議会は、文化財に関連した各

種専門家を委員として選任し、県

に対して文化財の保護・指定に係

る助言を行うことを目的として、

P163,

164 

措置 

完了 

開催日の決定について

は、各委員に事前調整を

行い出席率の向上を図っ

ている。 

また、令和２年度後半

からリモートによる参加

令和４年 

３月 

文化財

課 



 

 

概ね年２回開催している。直近３

回の審議会の出席状況は、75％、

55％、65％であった。 

審議会は、文化財に関連した多

種多様な専門家を委員として招へ

いし、出席する各委員の多種多様

な見識に基づき助言を受け審議さ

れることが、県にとって有用であ

ると考える。 

そのため、担当課は、出席率の

低い委員から欠席理由を確認する

などして、出席率を上げる方策を

検討すべきと考える。 

も取り入れたことから、

令和３年度の出席率は 80

～90％となった。 

今後も出席率が向上す

るよう調整を行ってい

く。 

意見 

④埋蔵文化財専門員研修会（以

下、専門員研修会）の参加状況に

ついて 

文化財の内容に応じた適切な調

査方法や保存と活用の方法につい

て、十分な知識と経験を得ること

を目的として、埋蔵文化財に係る

専門員研修会を実施している。 

専門員研修会は、県内市町の埋

蔵文化財専門員を対象に毎年２回

程度開催しているが、全体として

参加率は必ずしも高いとはいえな

い。また、県内 35 市町のうち８

市町は直近の専門員研修会にも参

加していなかった。 

そのため、担当課は、参加率の

低い市町から不参加理由を確認す

るなどして、専門員研修会の参加

率を上げる方策を検討すべきと考

える。 

 

 

 

 

 

P164 
措置 

完了 

埋蔵文化財の専門員研

修会については、経験の

浅い専門員を対象として

おり、対象となる職員の

多くは既にこの研修に参

加していることから、そ

の目的を十分に果たして

いる。 

また県では、他の研修

も合わせ、一体的に市町

文化財所管課の人材育成

を行っている。 

しかしながら、今回の

意見を踏まえ、今後は市

町のニーズに応じた時

期、内容の研修を柔軟に

設定し、効果的な研修を

実施していく。 

令和４年 

３月 

文化財

課 



 

 

Ｂ－22 埋蔵文化財センター管理運営費 

意見 

①成果指標及び活動指標の設定に

ついて 

本事業は成果指標や活動指標が

ないため、事業活動の「成果（ア

ウトカム）」や「結果（アウトプ

ット）」の良し悪しが判断でき

ず、事業活動の評価や見直しが、

効果的かつ効率的にできないと考

える。成果指標及び活動指標を設

定すべきである。 

事業の目的や内容を踏まえ、成

果指標は「埋蔵文化財センター

（以下、センター）の各種活動に

よる関心度・満足度」、活動指標

は「センターの各種活動による

（定員も踏まえた）利用者数」が

適当と考える。 

P169 
措置 

完了 

当センターでは、埋蔵

文化財の発掘調査や保

存・管理、展示、セミナ

ーや出前授業等の普及公

開事業を行っている。 

発掘調査や出土品等の

保存・管理は、その性質

上、成果指標や活動指標

の設定は難しい。 

普及公開事業は、各種

活動を通じ、「埋蔵文化

財に理解や関心を持つ県

民意識の醸成」という事

業目的を踏まえ、成果指

標を「各種活動による満

足度・関心度」、活動指

標を「利用者数・参加者

数」として設定し、イベ

ント時のアンケートによ

り事業活動の成果が達成

されたかどうかを判断し

ていく。 

令和４年 

６月 

埋蔵文

化財セ

ンター 

意見 

②アンケートの項目について 

センターによる各種の展示、セ

ミナー、体験・出前授業などの活

動に関して、センターは利用者や

参加者からアンケートを取ってい

る。いずれのアンケートも記載項

目は概ね同じようなものであり、

主に利用者の傾向や活動内容への

感想を確認している。 

これは一定の有用な情報ではあ

るものの、「センターの各種活動

による関心度・満足度」は具体的

に測れないと考える。 

そのため、アンケートの項目

は、直接的に文化財への関心度の

P169,

170 

措置 

完了 

センターの各種活動に

対するアンケートは、参

加者の傾向や感想を聞く

程度に留まっていた。 

今後は、センター運営

の成果指標を普及公開事

業の「各種活動に関する

満足度・関心度」とした

ことから、アンケートに

は、直接的に満足度や関

心度を確認する項目を設

けるとともに、活動の更

なる充実を図るため、リ

クエストを聞く(候補を挙

げて選択)など具体的なニ

令和４年 

６月 

埋蔵文

化財セ

ンター 



 

 

高低を確認したり、今後展示して

ほしい文化財のリクエストを聞い

たり（あるいは具体的な候補から

選んでもらったり）することが適

当と考える。 

ーズを把握できるよう見

直しを行った。 

アンケートの回答状況

を見ながら、項目の追加

や見直し、より回答しや

すい形となるよう、今後

も工夫し改良していく。 

意見 

③常設展示アンケートの回収率に

ついて 

アンケートの回答は、センター

の活動に対する県民の直接の声を

聞く貴重な機会であるが、今回、

常設展示に関するアンケートを確

認したところ、令和２年度の１年

間で 46 件（利用者数実績の

１％）であった。 

これでは、アンケートの回答率

は十分とは言い難く、また、「セ

ンターの各種活動による関心度・

満足度」を情報収集するために

も、担当課は、回答数アップの方

策を検討すべきと考える。 

P170 
措置 

完了 

常設展示におけるアン

ケートの回収率の向上の

ため、アンケートの回収

方法を見直し、２階の展

示室に設置していたアン

ケート回収箱を１階の受

付に移動し、観覧者に直

接アンケートへの協力を

呼び掛け、回答者には粗

品を進呈することとし

た。 

今後の回収状況を見な

がら、土曜開館時の展示

解説等の企画による参加

者への直接アンケートの

実施、またセンター内で

行うセミナー等の参加者

アンケートに常設展示の

項目を盛り込むなど、引

き続き、常設展示に関す

る情報収集の強化につい

て検討していく。 

令和４年 

６月 

埋蔵文

化財セ

ンター 

意見 

④「体験・出前授業」に係る情報

公開について 

担当課は「体験・出前授業」実

施後、実施した学校や団体ごと

に、授業内容を１枚のレポートに

コンパクトにまとめて、センター

のホームページ（以下、ＨＰ）で

情報公開している。 

ＨＰを閲覧したところ、授業実

P170 
措置 

完了 

ＷＥＢサイトを令和４年

３月に全面的に改修し、

「体験・出前授業」の情

報公開については、学校

に関する内容を「学校利

用」として見やすく、分

かりやすくまとめ、学校

関係者の利便性の向上を

図った。 

令和４年 

５月 

埋蔵文

化財セ

ンター 



 

 

施後からＨＰへの公開までに数ヶ

月かかっているものも見受けられ

た。これでは、情報公開の適時性

や効率性を欠いていると考える。 

そのため、担当課は、例えば、

レポート作成を行う職員を特定せ

ずに分担することで原稿作成時間

の短縮を図るとともに、学校・団

体側に対しては確認期間を設定す

るなどの対応が必要と考える。 

また、ＣＭＳの導入によ

り複数の職員がＷＥＢサイ

トに投稿できるように

し、学校・団体へのレポ

ート内容の確認は、期限

を設けて依頼を行った。 

令和４年６月上旬まで

に７校のレポートを掲載

し、公開までの所要日数

は休日を除き、平均 10 日

と大幅に短縮している。 

意見 

⑤センター設置時に財団から移管

された備品の管理について 

センターは、平成 23 年４月の

設置にあたり、前身である財団法

人静岡県埋蔵文化財調査研究所

（以下、財団）から備品等の資産

も含めて事業を引き継いでいる。 

財団から引き継いだ備品の中に

は、財務会計システムで管理する

「備品」の対象から外し、「消耗

品」に分類し管理されているもの

がある。ここで「消耗品」に分類

されたものは、財務会計システム

への登録はなされず、年度毎の現

物確認も行われない。 

これでは、センターで購入した

同種備品と同等の管理ができなく

なってしまう。そのため、特に高

額で利用頻度のある重要な物品に

ついては、財務会計システムへの

登録や現物確認による財産管理を

適切に行うべきと考える。 

P171 
措置 

完了 

平成 23 年４月のセンタ

ーの設置に当たり、財団

からの備品の引継ぎは、

帳簿価額により受入処理

が行われ、県の財務規則

に基づき県の備品基準単

価以上の物品は、財務会

計システムに登録して備

品とし、それ以外の物品

は消耗品として適切に管

理してきた。 

しかしながら御意見の

とおり、センターで購入

した同種備品と同等の管

理を行うことが必要であ

ることから、消耗品に分

類されている現存物品の

うち、財団当時の取得価

格が県の備品基準単価以

上のものは「重要消耗

品」として台帳を整備

し、年度ごとの現物確認

も実施していく。 

令和４年 

６月 

埋蔵文

化財セ

ンター 



 

 

意見 

⑥所在不明の「収蔵品」について 

センターにおける「収蔵品」の

うち、現在、その所在が不明とな

っているものが散見された。 

しかし、現状、所在不明の収蔵

品について、明確な管理ルールが

整備されていなかった。 

所在不明の収蔵品の中には、重

要度の高いＡランク品は含まれて

いないものの、いずれも県の貴重

な出土文化財の一部であり、セン

ターは明確な管理ルールを定めて

適切に運用すべきと考える。な

お、「行方不明一覧」には、所在

不明の事実が発覚した時期が記載

されていないものがあるが、所在

調査の手掛かりになる可能性もあ

る重要な情報であるため、担当課

は必須記載項目として管理ルール

に定め、記載漏れがないように運

用すべきと考える。 

P172 
措置 

完了 

当センターでは、発掘

調査報告書を刊行した遺

跡単位で保管台帳を作成

し、出土品・記録類を管

理している。展示利用、

外部機関への貸出しや閲

覧等は保管・管理マニュ

アルを定め、リストを作

成して管理し、担当職員

が立ち会うことで紛失を

防止している。 

今回、所在不明が発生

した場合の対応を保管・

管理マニュアルに追加し

た。 

また、「行方不明一

覧」の情報を追加・修正

し、捜索も継続して行っ

ていく。 

令和４年 

６月 

埋蔵文

化財セ

ンター 

Ｂ－23 文化財関係団体助成 

意見 

①成果指標の設定について 

本事業は成果指標がないため、

事業活動の「成果（アウトカ

ム）」の良し悪しが判断できず、

事業活動の評価や見直しが、効果

的かつ効率的にできない状況であ

る。成果指標を設定すべきであ

る。 

成果指標としては、本事業の目

的を踏まえ「１年間に文化・芸術

の鑑賞・活動を行った人の割合」

が適当と考える。 

P175 
措置 

完了 

 県としての成果指標

は、「第５期静岡県文化

振興基本計画」（令和４

年度～７年度）に掲げる

「自分が住んでいる地域

の文化的環境に満足して

いる人の割合」とする。 

令和４年 

４月 

文化財

課 



 

 

意見 

②補助金算定根拠の明確化につい

て 

県は事業目的を達成するため

に、昭和 45 年度から静岡県文化

財保存協会に対して、補助金を交

付している。 

今回、担当課に補助金の算定根

拠を確認したところ、具体的な算

定根拠について、明記された文書

等は残っていないとのことであっ

た。これでは、補助金の継続性や

妥当性等についての具体的な判断

基準がなく、合理的な見直しがで

きないと考える。とくに県担当者

が定期的に交代する現状を考慮す

ると、判断基準を文書等で明記す

る必要性は高いと考える。 

そのため、担当課は、補助金の

算定根拠を明確化したうえで、補

助金の継続性や妥当性を毎年吟味

して、県民に説明できるような記

録を残すべきと考える。 

P175,

176 

措置 

完了 

団体助成にかかる当初

の算定根拠資料は残って

いないが、毎年の予算協

議の際に、補助金額の継

続性や妥当性について総

合的に判断している。補

助金額の交付にあたって

は、補助金交付要綱に基

づき、交付申請書の計画

書や実績報告書等の内容

を事業目的に照らし、補

助金の妥当性を毎年確認

している。 

しかしながら、今回の

意見を受け、予算協議時

の意思決定過程を記録に

残すこととした。 

令和４年 

３月 

文化財

課 

Ｂ－24 美術館運営事業費 

指摘 

①備品の管理について 

県立美術館（以下、美術館）

は、備品購入後、財務会計システ

ムに基本情報を登録し、登録後に

打ち出される物品シールを備品に

貼って、備品管理をしている。 

今回、備品と物品台帳一覧表を

突合したところ、物品シールと物

品台帳一覧表の物品番号が異なる

ものがあった。 

物品シールによる備品管理を適

切に実施するために、備品の物品

番号が一致することのチェックも

忘れないよう、周知徹底すべきで

ある。 

P181 
措置 

完了 

指摘のあった物品シー

ル番号と物品台帳一覧の

番号の不一致について

は、直ちに修正した。 

今後は机など複数ある

備品の現物確認の際に

は、個々の物品番号を確

実にチェックするよう徹

底する。 

令和３年 

10 月 

県立 

美術館 



 

 

意見 

①企画展の採算管理について 

本事業では展覧会事業の一環と

して、毎年、美術館内で各企画展

を実施している。        

ここで、令和２年度の予算執行

管理表は未作成であり、県歳出実

績は確認できなかったため、各展

覧会の収支を把握できなかった。

これでは、各企画展の採算評価が

できず、観覧料の設定が妥当か否

か等、事後的な検証ができないと

考える。 

そのため、各企画展において

は、適時、県歳出実績を把握して

採算管理を行い、次の予算編成等

に反映していくべきと考える。 

 P181,

182 

措置 

完了 

 

各企画展の収支状況を

把握するため、フォーマ

ットを作成した。 

今後は、採算状況を把

握し、次年度予算編成時

の参考とする。 

令和４年

８月 

県立 

美術館 

意見 

②移動美術展の管理について 

本事業では展覧会事業の一環と

して、静岡市から遠く離れた地域

における収蔵作品を鑑賞する機会

を提供するために、移動美術展を

実施している。 

移動美術展の開催地は、県が、

移動美術館の開催を希望する施設

の中から、施設環境等を調査した

うえで採択しているが、複数年に

わたって開催希望を出しているに

もかかわらず、不採択が続いて開

催できない施設もあった。 

移動美術展の開催趣旨を踏ま

え、美術館は、できるだけ希望し

た施設（自治体）で実施できるよ

う、調整すべきと考える。その

際、今後のために、調整過程や不

採択理由を記録として残すこと

が、問題点把握の観点から望まし

いと考える。 

 

P182,

183 

措置 

完了 

採択の透明性を明確に

するために、今後は選考

の通知文に不採択となっ

た理由を記載し、交付す

ることとした。 

令和４年

８月 

県立 

美術館 



 

 

意見 

③講堂の稼働率について 

美術館内に講堂があり、芸術文

化の発表と普及の目的での使用を

条件に貸出しをしている。稼働率

を確認したところ、火水木金の稼

働率が 10％付近であった。 

火水木金の稼働率が低い理由は

やむを得ないと考えられるが、現

状の稼働率は 10％付近であり、改

善の余地はあると考えられる。 

そのため、美術館は、まずは、

火水木金と月土日に分けるなどし

て、講堂の稼働率をコマ別で目標

管理することが有益と考える。 

P184,

185 

措置 

完了 

講堂について、令和４

年度から火水木金の稼働

率をコマ別で管理するこ

ととした。 

平日の稼働率について

は、小中学校の美術館鑑

賞での利用や企画展関連

イベントの会場など目的

の範囲内で 10％を超える

利用を目指す。 

令和４年

４月 

県立 

美術館 

意見 

④製作物の在庫について 

美術館では各事業で製作物を作

成し関係者に配布している。今回

の施設往査で、各製作物を確認し

たところ、ロダンウィーク（平成

25 年度）や研究紀要（平成 26 年

度）等が残っていた。 

そのうち、とくにロダンウィー

クは、作成目的や内容からする

と、今後、使用する可能性が低い

と考える。そのため、美術館は、

ロダンウィークを含む各製作物に

ついて廃棄ルールの設定、及び定

期的な廃棄を実施すべきと考え

る。 

P185 
措置 

完了 

作成から５年を目安に

廃棄することとした。た

だし、明らかに必要の無

くなったものは個別に判

断して随時廃棄する。 

 

令和４年

８月 

県立 

美術館 

意見 

⑤備品の設置場所について 

今回、美術館の物品台帳一覧を

確認したところ、設置場所が空欄

となっている備品が大半であっ

た。 

設置場所が空欄のままでは、備

品の設置場所が物品台帳一覧表か

ら把握できないため、備品管理

上、望ましくないと考える。 

P185,

186 

措置 

対応中 

物品台帳の設置場所に

ついては、追加登録作業

を行っており、９月末ま

でに完了する予定であ

る。なお、設置場所が動

く備品については、所定

の置き場所を登録するこ

ととした。 

令和４年

９月  

県立 

美術館 



 

 

そのため、美術館は、毎年実施

する現物確認の際に、備品の設置

場所を確認の上、物品台帳一覧表

を適時更新することが望ましいと

考える。また、備品のうち動産に

ついては、設置場所が動く可能性

があるため、所定の置き場所を決

めておくことも、備品管理上、有

益と考える。 

意見 

⑥美術品の現物確認について 

美術館は、広く県民に美術作品

の鑑賞と創作活動の場を提供する

ために、美術品を収集している。 

今回、収蔵品の現物確認方法を

確認したところ、備品と異なり、

作品の状態点検と合わせて不定期

に現物確認を実施しているとのこ

とであった。 

美術館は他文化施設と異なり、

取得金額が高額な収蔵品が多く、

金額的重要性が高いと考える。そ

のため、美術館は、少なくとも、

一定数以上の収蔵品について、定

期的な現物確認を実施すべきと考

える。 

P186 
措置 

完了 

令和３年度中に全収蔵

品について現物確認を行

った。今後も毎年全収蔵

品の現物確認を行ってい

く。 

令和４年

３月 

県立 

美術館 

Ｂ－25 美術博物館建設基金積立金 

意見 

①静岡県立美術博物館建設基金

（以下、基金）の繰入について 

基金は、美術博物館の建設や館

蔵品の取得に要する経費（以下、

当経費）に充てる目的で設置され

ており、基金の直近推移は、以下

のとおりである。 

ここで、基金残高は現金と美術

品に分かれるが、当経費に充当で

きる現金は約３割となっており、

このままでは当経費を十分に賄え

ないと考える。 

P189,

190 

措置 

完了 

頂いた意見を踏まえ、

民間企業からの協賛金な

ど外部資金の確保や法人

会員メンバーシップによ

る支援の獲得等に努めて

いくこととした。 

 

令和４年 

３月 

文化 

政策課 



 

 

令和元年の第三者評価委員会で

も同様の意見があり、担当課は、

５年後の開館 40 周年に向けて、

県予算以外から基金繰入を増やす

ための取組みを実施すべきと考え

る。 

意見 

②静岡県立美術博物館建設基金の

考え方について 

静岡県立美術博物館建設基金条

例（以下、条例）第 2 条では、

「基金の額は、15 億円とする」と

あり、各年度の基金残高は 15 億

円以上となっている。これは、上

述の当経費を十分に確保し備えて

おくことを目的としているためで

ある。 

しかし、基金の内訳は、概ね、

現金３割、美術品７割となってお

り、美術品は売却による現金化が

できないことから、基金の目的で

ある当経費に充当できるのは現金

のみである。これでは「基金の額

は 15 億円とする」と設定した趣

旨を、十分に満たしていないので

はないだろうか。 

条例制定から 40 年以上が経

ち、制定当初から置かれている環

境が大きく変化していることを踏

まえ、担当課は、条例第 2 条の見

直しなど、現況に即した取扱いに

修正すべきと考える。 

P190 
措置 

不要 

現状において、条例の

趣旨に沿って適切に基金

を運用できていると考え

ており、条例第２条の見

直しの必要性はないと考

える。

ただし、今後、より大

きな環境の変化等により

条例の見直しが必要にな

った場合は、検討してい

く。

 
文化 

政策課 

Ｂ－26 美術館特定天井対策事業費 

意見 

①活動指標の設定について 

本事業の活動指標は複合的かつ

多岐に渡る要素で定まるものであ

るため、本事業の活動指標とする

のは直接的ではなく、活動を測定

しがたいと考える。直接的な活動

P193 
措置 

不要 

本事業については令和

３年度をもって終了して

いるが、今後同様の事業

を実施する際には、活動

指標を「計画の進捗率」

等とする。 

 
文化 

政策課 



 

 

指標を設定すべきである。 

活動指標は、本事業の内容を踏

まえ「計画の進捗率」等がより適

当と考える。 

意見 

②予算と決算について 

本事業はエントランスホール工

事の設計であり、令和２年度の予

算額決算額を確認したところ、当

初予算の執行率（決算額÷当初予

算）は 57％であった。 

執行率が低い場合、限られた県

予算を有効活用できていないこと

を示すため、執行率を高めていく

必要がある。 

担当課は、令和３年度から、建

築管理局建築企画課に積算依頼す

るよう変更するとのことである

が、今後も差異理由に応じた機動

的な見直しを継続していくべきと

考える。 

P193 
措置 

完了 

令和４年度当初予算で

は、建築企画課に委託料

の積算を依頼し、予算化

している。今後も、執行

状況を踏まえ、必要に応

じて見直しを行ってい

く。 

令和４年

３月 

文化 

政策課 

Ｂ－27 美術館修繕事業費 

意見 

①活動指標の設定について 

本事業の活動指標は複合的かつ

多岐に渡る要素で定まるものであ

るため、本事業の活動指標とする

のは直接的ではなく、活動を測定

しがたいと考える。直接的な活動

指標を設定すべきである。 

活動指標は、本事業の内容を踏

まえ「中期維持保全計画の進捗

率」等がより適当と考える。 

P196 
措置 

完了 

令和４年度の事業開始

に当たり、活動指標とし

て「中期維持保全計画の

進捗率」を設定した。 

令和４年 

３月 

文化 

政策課 

Ｂ－28 ふじのくに地球環境史ミュージアム管理運営事業費 

意見 

①バスの運行委託について 

ふじのくに地球環境史ミュージ

アム（以下、ミュージアム）は車

以外での交通手段が限られること

P201 
措 置 

対応中 

運行バスの利用状況に

ついては、令和４年度か

ら、曜日・時間帯別の調

査を実施し、地域に与え

令和５年

３月 

ふじの

くに地

球環境

史ミュ



 

 

から、しずてつジャストライン㈱

と運行業務委託契約を締結し、静

岡駅からミュージアムまで、直通

バスを運行している。 

過去の直通バス運行実績をみる

と、バス１台当たりの乗客数は１

～２人程度で推移しており、多く

の利用者が利用しているとはいえ

ず、現状の運行本数を続ける必要

性は高いとはいえないと考える。 

ミュージアムは、現在、運行バ

ス１本ごとの利用者数は委託業者

から報告を受けておらず、曜日や

時間帯ごとのバス利用者数は把握

できる体制が整っていない。その

ため、ミュージアムは、今後、委

託業者との連携により、曜日や時

間帯ごとのバス利用者等をできる

だけ詳細に把握し、費用対効果の

視点も含めて、定期的に運行本数

のあり方を検討すべきと考える。 

る影響についても十分配

慮しながらバス運行方法

の検討を行うこととして

いる。 

展示・イベント及び情

報発信についてもこれま

で以上に工夫し、より多

くの方にミュージアムを

利用いただけるよう来館

者増加に努めていく。 

ージア

ム 

意見 

②収蔵品データベースへの入力に

ついて 

ミュージアムは様々な収蔵品を

保存管理しており、その手順とし

ては、収蔵品を受入台帳に登録

後、データベースに入力してい

る。 

ここで、登録データベースへの

入力件数（以下、データベース入

力件数）は、年度によってバラつ

きが生じており、入力完了まで長

い年月を要すると考えられる。例

えば、収蔵点数の増加がないと仮

定し、直近３ヶ年の平均入力数を

基に計算しても、データベースへ

の入力は 21 年程度かかることに

なる。 

P202 
措置 

対応中 

本ミュージアムは、博

物館の根幹的機能とし

て、また"ふじのくに"の

資料の集積拠点として、

「今しか入手できない貴

重な資料」の積極的な収

蔵に努めている。 

頂いた意見を踏まえ、

収蔵品データベースの入

力・一部作業をサポータ

ーやボランティアが実施

することの作業手順の見

直しに取り組んでいると

ころである。 

今後、これらデータベ

ースへの入力計画の作成

を行うこととしている。 

令和５年

３月 

ふじの

くに地

球環境

史ミュ

ージア

ム 



 

 

収蔵品点数は年々増加していく

現状を踏まえると、ミュージアム

は中長期的な登録データベースへ

の入力計画を定め、一定年数経過

ごとに計画値の達成ができなかっ

た場合は、アルバイトを雇う等し

て、入力を計画的に進めていくべ

きと考える。 

 

意見 

③企画展図録の在庫について 

ミュージアムでは、冬季に開催

する有料企画展において、観覧者

の理解を深めることを目的とし

て、企画展図録（展示解説書）を

作成、販売しているが、各年度に

おける作成部数の３割以上が在庫

として残っていた。 

毎年、企画展の内容が異なるこ

とから、企画展終了後に過去に作

成した企画展図録の販売数が大き

く伸びる可能性は低いと考えられ

る。 

そのため、ミュージアムは、企

画展図録の販売方法について、テ

コ入れや多角化等を実施し、在庫

部数の削減を検討すべきと考え

る。また、それでも在庫部数が残

り続ける場合は、費用対効果も踏

まえ、作成部数そのものを見直す

ことも検討すべきと考える。 

P202,

203 

措置 

完了 

図録の販売について

は、従前からの図鑑カフ

ェでの販売に加え、ミュ

ージアムの受付窓口でも

販売するようにした。 

さらに、ミュージアム

内外で開催するイベント

等における販売の準備を

進めるとともに、他県の

事例なども参考に、発刊

後一定の年数が経過した

図録の価格改定やセット

販売について検討してい

く。 

なお、令和３年度の企

画展図録の部数について

は過去の図録の在庫部数

を踏まえ、これまでの半

数の作成部数とした。 

令和４年

３月 

ふじの

くに地

球環境

史ミュ

ージア

ム 

意見 

④広報物、研究成果物の在庫につ

いて 

ミュージアムでは、定期的に、

ニュースレターや年報、東海自然

誌といった広報物を作成してい

る。 

ここで、広報物のうち年報は、

作成部数のうち３～５割が在庫部

数として残っている。また、東海

P203

～205 

措置 

対応中 

広報物については、用

途、配布先の見直しを行

い、令和４年度のニュー

スレターは作成部数を見

直す方向で、現在作業を

進めている。 

また、年報と東海自然

誌についても配布先の見

直しを行うとともに、製

令和５年

３月 

ふじの

くに地

球環境

史ミュ

ージア

ム 



 

 

自然誌は、作成部数のうち４～５

割が在庫部数として残っている。 

そのため、ミュージアムは、ま

ず、広報物の配布方法を見直すこ

とにより、在庫数の削減に努めて

いくことが必要である。次に、そ

れでも在庫が残り続ける場合は、

費用対効果も踏まえ、作成部数の

見直しも検討すべきと考える。 

本物の代わりとしてＰＤ

Ｆなどのデータを、ミュ

ージアムＨＰ上で公開す

ることにより作成部数の

削減を図る。 

意見 

⑤物品の設置場所について 

今回、ミュージアムの物品台帳

一覧表を閲覧したところ、登録さ

れている物品等 628 件のうち、設

置場所が空欄の物品が 526 件見受

けられた。 

設置場所が空欄のままでは、物

品の設置場所が物品台帳一覧表か

ら把握できないため、備品管理

上、望ましくないと考える。 

そのため、ミュージアムは、毎

年実施する現物確認の際に、備品

の設置場所を確認の上、物品台帳

一覧表を適時更新することが望ま

しいと考える。また、物品のうち

動産については、設置場所が動く

可能性があるため、所定の置き場

所を決めておくことも、備品管理

上、有益と考える。 

P205 
措置 

対応中 

現在の物品台帳には、

備品として管理する必要

のない物品まで多数登録

されていることが判明し

た。 

 そのため、備品として

管理する必要のない物品

は物品台帳から削除する

とともに、備品の設置場

所を確認の上、設置場所

の登録も行っていく。 

また、動産物品につい

ては所定の設置場所を定

め、定期的に物品台帳と

備品の現物確認を行う

等、備品管理を徹底す

る。 

令和４年 

９月 

ふじの

くに地

球環境

史ミュ

ージア

ム 

 

 


